
千葉市行政実務研修員に関する要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、民間企業等に勤務する者（以下「企業等社員」という。）を千

葉市行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受入れることにより、研修

員の資質の向上及び、本市の行政運営の活性化を図ることを目的とする。  

 

(受入れ基準) 

第２条 研修員の受入れは、前条の目的に合致し市行政の公正性を阻害するおそれ

がないと判断した場合に限る。 

 

(研修期間) 

第３条 研修員の研修期間は、原則として１年とする。ただし、研修の目的を効果

的に達成するため又は、特段の事情がある場合は、当該企業等社員が勤務する民

間企業等(以下「派遣企業」という。)と協議のうえ、１年を超える研修期間を定

めることができる。 

 

(給与) 

第４条 研修期間における研修員の給与(通勤費を含む。)は、派遣企業の負担とす

る。 

 

(出張旅費) 

第５条 研修員の研修業務上必要な出張旅費については、原則として千葉市が負担

する。 

 

(服務) 

第６条 研修員は、研修期間中、千葉市職員に適用される法令等を遵守しなければ

ならない。 

 

(勤務時間その他の勤務条件) 

第７条 研修員の勤務時間その他の勤務条件は、千葉市職員に適用される法令等の



例による。 

 

(研修中の災害等) 

第８条 研修中の災害及び通勤による災害が生じた場合は、派遣企業の業務上の災

害として取り扱い、派遣企業の責任において処理する。 

 

(発令) 

第９条 研修員の発令は、別記様式第１号により行うこととする。  

 

(行政実務研修員証の交付) 

第１０条 研修員に、千葉市行政実務研修員証(別記様式第２号)を交付する。 

 

(秘密を守る義務) 

第１１条 研修員は、千葉市において職務上知り得た秘密を研修中及び研修終了後

においても漏らしてはならない。 

 

(誓約) 

第１２条 研修員は、研修開始に際して、別記様式第３号により誓約を行うものと

する。 

 

(協定の締結) 

第１３条 研修の実施に関し、必要あると認めるときは、市及び派遣企業との間に

おいて、協定を締結することができる。 

 

(その他必要事項) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この研修の実施について必要な事項は市

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年３月３０日から施行する。 

附 則 



この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


